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三島江野草地区の概要 

 

（１）三島江野草地区の歴史と変遷 

（２）三島江野草地区の高水敷切り下げ事業実施の経緯 

（３）三島江野草地区の高水敷切り下げ事業の内容 

 

 （以上、 出典：平成 19 年度淀川河川公園基本計画改定業務報告書、平成 20 年 9 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回淀川河川公園中流右岸域地域協議会 
平成 25 年 8月 28 日 

資料ｰ２ 
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（１）三島江野草地区の歴史と変遷 

  ① 三島江野草地区の歴史 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

（出典：淀川河川事務所資料）

（資料：『澱川両岸一覧』（1861）、大阪府観光サイト HP より）

三島江浜、唐崎浜の名残 歴史の散歩道「万葉の里コース」 

（資料：『歴史の散歩道 コースガイド』（高槻市教育委員会，1987）、写真は高槻市ホームページより）

乳牛の放牧の様子 

（資料：『ふるさとの風土 高槻』（高槻青年会議所，1977）
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  ② 三島江野草地区の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和53年(1978)

昭和23年(1948)

平成21年(2009)

（出典：淀川河川事務所資料） 
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（２）三島江野草地区の高水敷切り下げ事業実施の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●淀川河川公園では、昭和 47 年（1972 年）の事業着手以降、順次河川公園の整備、供用が進められ、

現在では 40 地区、供用面積 238.8ha が開園されている。三島江野草地区の下流側に隣接する三島江地

区は、初期（昭和 49 年）に開園された公園 

●三島江野草地区の整備計画は、平成 11 年頃から検討が進められ、当初は池、島、橋などを人工的に配

した従前型の公園計画であった。 

●平成 9 年の河川法改正を機に設置された淀川環境委員会では、河川環境の回復・保全の基本方針とし

て、冠水域および撹乱域の回復が示され、淀川環境委員会のアドバイスを踏まえ、高水敷を切り下げ、

“たまり”を整備する計画に変更された。 

●平成 14 年に、上記の計画に基づき、淀川河川公園で初めてとなる高水敷の切り下げ事業（第１回切り

下げ）が実施された。 

●第１回切り下げ実施後のモニタリング結果を踏まえ、目標とした冠水頻度を達成するために、平成 18

年に第２回切り下げが実施された。 

■高水敷切り下げ事業導入の背景 

河川整備 河川公園整備 

三島江野草地区の整備計画検討着手 平成 
11 年頃 

提言

平成 
14 年度 

平成 
9 年 

淀川環境委員会設置

河川法改正 
河川整備目的に治水、利水に「河川環境の

整備と保全」が位置づけられた 

平成 
18 年度 

三島江野草地区の当初計画の見直し 
高水敷の実験的な切り下げによる 
“たまり”の整備を盛り込む 

高水敷の切り下げ実施 
（第１回切り下げ） 

高水敷の切り下げ実施 
（第２回切り下げ） 

モニタリング 

モニタリング 

提言

淀川河川公園基本計画 
改定委員会設置 

淀川河川公園基本計画改定 
平成 
20 年度 

平成 
16 年度 

平成 
24 年度 

三島江野草地区の開園 

＜河川環境の整備と 
保全の当面の目標＞ 

●高度経済成長時代に
河川環境が急速に悪
化したことを踏まえ
て、それ以前の河川環
境を目安とする。 

●具体的には、水辺にわ
んどやたまりが数多
く存在し、水位の変動
によって冠水・撹乱さ
れる区域が広範囲に
存在し、変化に富んだ
地形と多様な生態系
が 形 成 さ れ て い た
1960 年代の河川環境
を目標とする。 

●具体的な地区を
ケーススタディ
として選定し、計
画内容が議論さ
れた。 

●河川公園として
初めて高水敷切
り下げによる自
然回復の実験が
行われる三島江
野草地区に隣接
している芥川自
然地区がケース
スタディの選定
理由の一つとな
った。 
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（３）三島江野草地区の高水敷切り下げ事業の内容 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■整備内容 

●土砂の堆積等により、池の底高が当初計画よりも約 50cm 高くなり、池の形状が保てなくなっている。 

●当初は池への水の供給は出水と雨水からと考え、一度供給された水は一定期間確保される計画としてい

たが、調査では冠水後 10 日程度しか維持されておらず、想定したとおりの冠水が発生していない。 

●第１回切り下げにより整備した池において、出水と雨水による冠水が想定した頻度では発生していない

ことが確認された。このため、主に出水（河川の水位変動）による冠水の確保を考えることとし、三島

江野草地区の指標水位を以下のように設定 

 
 
 

 

 

●切り下げ地を川沿いに向けて大きく３段に切り直すかたちで多段構造とし、それぞれの段に底高の異な

る複数の池（窪地）をつくることにより、冠水頻度の低い高水敷から水際まで緩やかに変化する地形の

中に、本川の水が引いた後もしばらくは水が残る池を整備 

■整備内容 

■第１回切り下げの課題 

②第２回切り下げの実施 

①第１回切り下げの実施 

■第２回切り下げの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１段目～年に数日程度は冠水する草っぱら～ 

・現在の地盤高を若干下げた小段を設け、年間を通じてあまり冠水しない高さの野草の広場を目指し、休

養や子供の遊び、虫取りなどの利用が可能な場とする。 

●２段目～やや湿った立地の草原～ 

・これまでの調査で湿性立地に分布する一年生植物群落が観察された地盤高程度の小段を設け、それら群

落がより広範に分布する環境を目指す。 

●３段目～年間を通じて冠水する池と湿地の草原～ 

・年間を通じて頻繁に冠水する高さの小段を設け、より湿性な立地に分布する植物群落の生育する環境を

目指す。 

（以上の出典：淀川河川事務所資料）

●冠水頻度が想定よりやや低く、撹乱・更新される自然環境は十分には達成されていない。 

●植生は粗放的管理とされ、在来種が少なくなり外来種が多くなるなど、淀川の水辺らしい植物群落の形

成の面からは質が悪くなっている。 

●水位測定や植物調査は継続的に実施されているが、モニタリング結果を管理手法にフィードバックする

といった順応的管理は行われていない。 

●平成 11 年度（1999）より淀川環境委員会の意見も入れながら計画・設計を進め、出水時に冠水し、かつ

表面が攪乱・更新される自然環境を目指して平成 14 年度（2002）に高水敷の一部を実験的に切り下げた。

●具体的には高水敷を川に向けて切り下げ、４箇所の池を設けた。池Ａ、Ｂの底高は 4.12ｍ（22 日程度冠

水）、池Ｃ、Ｄの底高は 3.50ｍ（95 日程度冠水）、池の深さは 50 ㎝に設定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第２回切り下げ計画図 

池Ａ（底高 4.12m） 

池 B（底高 4.12m） 

池 C（底高 3.50m） 

池 D（底高 3.50m） 

計画平面図 


